
２ 適用要件チェックポイント

区分所有権及び敷地利用権が存する
「一棟の区分所有建物」の要件

区分所有権及び敷地利用権に係る要件

 区分所有登記がされている

 居住の用に供する専有部分(※)

がある

 地階を除く階数が３以上である

 居住の用に供する専有部分(※)

一室の数が４以上ある
（注）専有部分一室の数が３以下でも、

その全てを区分所有者又はその親
族の居住の用に供する目的で所有
していなければチェックします

 居住の用に供する専有部分(※)

一室に係る区分所有権等である

 たな卸商品等に該当しない

「居住用の区分所有財産」の評価
１ 概要

令和６年１月１日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分
所有財産」（いわゆる分譲マンション）である区分所有権（家屋部分）及び敷
地利用権（土地部分）は、次の算式により評価します。

＼ 忘れていませんか？／

価額 ＝ 区分所有権の価額（①） ＋ 敷地利用権の価額（②）

① 従来の区分所有権の価額 × 区分所有補正率（裏面参照）

（家屋の固定資産税評価額×1.0）

② 従来の敷地利用権の価額 × 区分所有補正率（裏面参照）

（路線価又は倍率による評価額×敷地権の割合）

《算式（自用の場合）》

全ての項目にチェックが入るなら、この制度の適用対象である「居住用の
区分所有財産」になることが見込まれます。
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※原則として、登記簿上の建物の種類に「居宅」を含むものをいいます。

※貸付用の場合には、上記①又は②の計算をした後に、貸家又は貸家建付地として評価した価額となります。

詳細はこちら

上記チェック項目は、簡易
なチェック項目になりますの
で、詳細に確認される場合に
は、国税庁ホームページから
ご確認ください。

Check!



３ 区分所有補正率の計算

区分所有補正率は、国税庁ホームページの「居住用の区分所有財産の評
価に係る区分所有補正率の計算明細書【計算ツール】」（以下「計算ツー
ル」といいます。)により、次の２ステップで簡易に自動計算できます。

ＳＴＥＰ①
 「登記事項証明書」等の資料を用意

「築年数」・「総階数」・「所在階」・「専有部分の面積」・
「敷地の面積」・「敷地権の割合」の把握に必要です。

ＳＴＥＰ②

 資料内容に基づき計算ツールへ入力
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【登記事項証明書】

【計算ツール】

裏面

区分所有補正率

対応部分
を入力！
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計算ツールはこちら


